
 

犬山市「部活動の地域展開（移行）」の状況 
令和 7年 12月 26日現在 

■ 【第Ⅱ期 令和７年９月～ 犬山市の「地域クラブ」創設状況】 

地域クラブ：学校管理下外、地域クラブに所属する指導員による活動、保護者負担あり（保険加入、活動費など） 

 〇 兼職・兼業届を出した教職員による地域クラブ・・・軟式野球（INUYAMA-JHBC） 

 〇 スポーツ協会を運営主体とした地域クラブ 

サッカー（犬山地域サッカークラブ・城東地域サッカークラブ・犬山東部地域サッカークラブ・犬山南部地域サッカークラブ）  

 〇 その他の地域クラブ・・・バレーボール（サークル１、こくまろ、KENNAN-VBC）  

 ※令和８年度の尾北支所大会には「地域クラブ」単位で参加予定。（犬山市地域クラブ認定要綱を作成中） 

参照：「部活動改革及び地域クラブ活動の推進等に関する総合的なガイドライン（案） 

～子供たちのスポーツ・文化芸術活動の充実に向けて～」 令和 7年 12月 文部科学省 

 

■ 教員の負担軽減について 

 在校時間（時間外）の変化 

 
Ｒ６ 

平均時間外 

Ｒ７ 
平均時間外 
（4～10月） 

 
増減 

Ｒ６  
10月 

Ｒ７  
10月 

 
増減 

種目 

Ａさん 75.35 67.58 -8.17 97.21 51.58 -46.03 サッカー 

Ｂさん 71.29 69.10 -2.19 102.55 53.54 -49.01 バレーボール 

Ｃさん 67.06 64.12 -3.34 71.43 64.33 -7.10 卓球 

Ｄさん 79.05 71.56 -7.49 112.08 75.10 -37.38 軟式野球 

Ｅさん 76.33 60.53 -16.20 85.58 64.35 -21.23 水泳 

Ｆさん 68.57 57.37 -11.20 111.19 35.36 -76.23 剣道 

Ｇさん 60.50 41.36 -19.14 60.51 54.47 -6.04 ソフトボール 

 ○休日合同クラブの実施の効果（Ｒ6年 10月～） 

  各種目の顧問でローテーションを組み、部活動指導員と休日の活動を実施することによる負担軽減 

 ○地域クラブへの移行に伴う効果 

  地域クラブ種目（軟式野球・サッカー・バレーボール）に係わっていた顧問の負担軽減 

  ただし、一部の顧問は現在、兼職兼業で地域クラブに携わっている。 

 

■【第Ⅲ期 令和８年９月～ 地域クラブ展開 に向けて】 

種 目 活動場所 活動日時 動向 

水泳 フロイデプール 
土曜日 

12：30～14：00 

R8.4～ 地域クラブ 

一般社団法人 SKY WEB FAMILIA 

「SWF TEAM WAN」 

運営：部活動指導員 3人 

卓球 城東中体育館 土曜日 午前 

R8.8～ 地域クラブ 

「犬桜クラブ」 

運営：部活動指導員 4人 

ソフトテニス 
北 犬山中テニスコート 

土曜日 午前 
一般社団法人 SKY WEB FAMILIA？ 

南 東部中テニスコート 一般社団法人 SKY WEB FAMILIA？ 

ソフトボール 城東中運動場 土曜日 午前 

R8.9～ 地域クラブ 

運営：部活動指導員（2人・兼職兼業教員含む） 

 

別紙３ 



 

 

バスケットボール 

男 

犬山中体育館 
土曜日：午後 

日曜日：午前 

R8.9～ 地域クラブ 

休日合同クラブからのチーム・Drions 

女 
R8.9～ 地域クラブ 

QweenBee・城東ミニバス？ 

ハンドボール 
男 東部中体育館 土曜日 午前 

R8.9～ 地域クラブ？ 

運営：部活動指導員（兼職兼業教員含む） 

女 城東中体育館 土曜日 午後 実施しない 

バンド（吹奏楽） 
北 犬山中学校 

土曜日 午前 
休日合同バンド 

南 東部中学校 休日合同バンド 

剣道 犬山中学校 日曜日 午後 実施しない 


